
一

（
経
済
産
業
委
員
会
）

中
小
企
業
の
事
業
承
継
の
促
進
の
た
め
の
中
小
企
業
に
お
け
る
経
営
の
承
継
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
五
〇
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
中
小
企
業
に
よ
る
事
業
承
継
の
円
滑
化
を
図
る
た
め
、
信
用
保
証
協
会
に
よ
る
保
証
に
つ
い
て
経
営
者
の
個

人
保
証
を
求
め
な
い
保
証
の
創
設
、
経
営
力
向
上
計
画
及
び
地
域
経
済
牽
引
事
業
計
画
に
お
け
る
事
業
承
継
支
援
並
び
に
代
表

け
ん

者
交
代
に
伴
う
事
業
承
継
に
関
す
る
支
援
体
制
の
整
備
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の

と
お
り
で
あ
る
。

一

経
営
者
の
個
人
保
証
を
求
め
な
い
保
証
の
創
設

事
業
承
継
に
併
せ
て
保
証
債
務
を
借
り
換
え
る
中
小
企
業
者
又
は
他
の
事
業
者
か
ら
そ
の
不
可
欠
な
資
産
を
取
得
し
て
事

業
承
継
を
行
う
中
小
企
業
者
で
あ
っ
て
、
経
済
産
業
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
、
経
営
者
の
個
人
保
証
を
求
め
な

い
保
証
を
創
設
す
る
。

ま
た
、
経
営
力
向
上
計
画
又
は
地
域
経
済
牽
引
事
業
計
画
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
事
業
承
継
等
に
必
要
な
資
金
に
係
る
債
務

の
保
証
を
受
け
た
中
小
企
業
者
に
つ
い
て
、
経
営
者
の
個
人
保
証
を
求
め
な
い
保
証
を
創
設
す
る
。



二

二

中
小
企
業
者
で
あ
っ
た
承
認
地
域
経
済
牽
引
事
業
者
の
特
例

地
域
経
済
牽
引
事
業
計
画
の
承
認
を
受
け
た
中
小
企
業
者
が
、
事
業
拡
大
に
よ
り
中
小
企
業
者
要
件
を
満
た
さ
な
く
な
っ

た
場
合
に
お
い
て
も
、
当
該
計
画
期
間
中
は
、
引
き
続
き
中
小
企
業
者
で
あ
る
も
の
と
み
な
し
て
、
中
小
企
業
信
用
保
険
法

の
特
例
等
の
支
援
措
置
を
継
続
す
る
。

三

中
小
企
業
者
等
の
外
国
関
係
法
人
等
（
海
外
子
会
社
等
）
に
対
す
る
支
援
措
置
の
拡
充

経
営
力
向
上
計
画
の
認
定
又
は
地
域
経
済
牽
引
事
業
計
画
の
承
認
等
を
受
け
た
中
小
企
業
者
等
に
つ
い
て
、
そ
の
外
国
関

係
法
人
等
に
対
し
て
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
が
直
接
融
資
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
特
例
を
設
け
る
。

四

代
表
者
交
代
に
伴
う
事
業
承
継
に
関
す
る
支
援
体
制
の
整
備
等

産
業
競
争
力
強
化
法
に
規
定
さ
れ
る
認
定
支
援
機
関
の
行
う
業
務
と
し
て
、
親
族
内
承
継
支
援
業
務
及
び
経
営
者
個
人
の

保
証
債
務
整
理
支
援
業
務
を
追
加
す
る
。

五

施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
一
部
の
規
定
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

か
ら
施
行
す
る
。


